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  平成２１年度 

 和歌山地方税回収機構の活動結果について  
～４年間で約２２億 5 千万円を徴収～ 

 

 平成２１年度（３月末）の和歌山地方税回収機構の活動結果がまとまりました。 

 機構では約６億４千万円を徴収し、機構の保全額及び市町村が機構への移管前

に行った催告効果を合わせた機構の設立効果は、約２５億４千万円となりました。 

 なお、平成１８年度に設立してからの４年間の徴収額は約２２億５千万円で、

市町村での納付額とあわせると約４９億８千万円の徴収実績となりました。 

 

 

１ 徴収状況 

 ○２６市町から９５７件、約１６億１千万円の処理困難な滞納事案を引き受

け、前年度引受事案と併せて、２１年度は約６億４千万円を徴収。 

  差押えによる保全額約２億２千万円と合わせて約８億６千万円を確保し、

設立時からの目標の４億７千万円に対して、達成率１８２％。 

 

２ 処理状況 

  ○差押え処分は１，６１１件（４年間で５，７１１件）を実施。 

 ○滞納者宅等の捜索を３７回実施し、６２点（４年間で１５５点）の動産 

  を差押え。 

 ○動産、不動産等の差押え財産は、インターネット公売や不動産公売を定期

的に実施し、約７千万円で売却（４年間で約１億６千万円を売却）。 

 

３ 設立の効果 

  ○市町村が、滞納者に対して機構への移管予告催告を実施した結果、市町村

に約９億６千万円の納付及び約７億２千万円の納付約束があり、合わせて

約１６億８千万円の効果。 

 ○機構による確保額（約８億６千万円）と合わせて約２５億４千万円の効果。

 

４ 平成２２年度の取組予定 

 ○新たに約１，０００件の滞納事案を引き受け、捜索を含めた徹底的な財産

調査と差押え、２ヶ月毎の定期的な公売等を通じて税収及び税負担の公平

の確保に一層努めます。 

 ○差押えや公売の手法を市町村に伝えるコンサルティング制度を利用し、市

町村の徴収力の強化を支援します。 



 


